
・教育訓練の実施、体制の確
保の実施

全ての駅係員や乗務員のサービス介助士の取得率１００%を
維持する。また障がいをお持ちの方やご年配の方などを含
むお客さまへのサービス向上を目的としたサービス選手権
を開催する。合わせて車いすをご利用のお客さま、目や耳
が不自由なお客さまへの介助技術に関する訓練を行う。
（２０２１年度）

計画通り実施した。

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・東急線アプリの活用 東横線、目黒線を走行している電車内のどの号車にフリー
スペース、優先席が配置されているかが確認できる機能を
追加しており、継続する。またホームと車両乗降口の段
差・隙間の状況について確認できる機能を追加する。

計画通り実施した。

・バリアフリールート上や
ホーム上における案内

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・バリアフリーアプリを活用
した乗降補助サービス

車椅子をご利用のお客さまが電車を利用する際に、乗車駅
と降車駅でスムーズに連携が取れるよう開発したバリアフ
リーアプリを今年度も継続して使用し、ご案内の強化に努
める。

計画通り実施した。

・声掛けポート運動
鉄道各社と合同で実施している「声掛けサポート運動」を
継続的に実施し、白杖もお持ちのお客さまの乗車、降車時
のご案内を今年度も継続する。

計画通り実施した。

　　①　鉄道駅を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第２号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道駅）

（令和３年度）

　　 住　　所　〒150-8533
　　 　　　　　東京都渋谷区神泉町８－１６
　 　事業者名　東急電鉄株式会社

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

　　 代表者名（役職名及び氏名）取締役社長　渡邊　功　　　　　　　

　　②　鉄道駅を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める基準
　　　を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・定期点検等の必要な措置 ・旅客施設及び車両等に対し、各種基準等に定める点検頻
度、方法に基づき点検や検査を実施する。また点検、検査
結果に基づき詳細な点検や検査、補修、更新等を実施す
る。（２０２１年度）

計画通り実施した。

対象となる鉄道駅
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・目黒線８両化に伴うホーム
ドアの整備

・２０２２年度上期より保有する目黒線車両を順次８両化
を予定しており、ホームドアについても目黒線の全ての駅
で２０２１年度までに８両分整備し、ホーム上の安全対策
を進めていく。

計画通り実施した。

・東京オリンピック・パラリ
ンピックの観客利用想定駅
（主要鉄道駅含む）

・車両とプラットホームの段差・隙間については、東京オ
リンピック・パラリンピックの観客利用想定駅（主要鉄道
駅含む）を中心にバリアフリー整備ガイドラインに定める
目安値を満足する工事を実施する。

計画通り実施した。

車両とプラットホームの段差・隙間の状況についてエレ
ベーター等のバリアフリールート上に掲示する。またホー
ムドア等の車両とプラットホームの段差・隙間の目安値を
満たす一部箇所にサインを掲示する。

計画通り実施した。



　（３）報告書の公表方法

鉄道駅の
名称

路線名 所在都道府
県市町村

一日当たり
の利用者数

有人
駅
、無
人駅
の別

公共
交通
移動
等円
滑化
基準
省令
適合
の有
無

段差
への
対応

プラッ
トホー
ムの数

段差が
解消さ
れてい
るプラ
ット
ホーム
の数

エレベ
ーター
の設置
基数

エスカ
レータ
ーの設
置基数

その
他の
昇降
機の
設置
基数

傾斜路
の設置
箇所数

視覚障
害者誘
導用ブ
ロック
の設置
の有無

案内
設備
の設
置の
有無

障害
者対
応型
便所
の設
置の
有無

障害
者対
応型
改札
口の
設置
の有
無

障害
者対
応型
券売
機の
設置
の有
無

車椅子使
用者の円
滑な乗降
が可能な
プラット
ホームの
数

転落防止
のための
設備の設
置の有無

渋谷駅

東横線、田園
都市線、
東京メトロ
半蔵門線、副
都心線

東京都
渋谷区

828,303人 ○ 3 3
10基

（10）
51基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 3 ○

代官山駅 東横線
東京都
渋谷区

23,168人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

中目黒駅
東横線、
東京メトロ
日比谷線

東京都
目黒区

140,240人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

祐天寺駅 東横線
東京都
目黒区

25,761人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

・バリアフリーアプリを活用
した乗降補助サービス

車椅子をご利用のお客さまが電車を利用する際に、乗車駅
と降車駅でスムーズに連携が取れるよう開発したバリアフ
リーアプリについて、今年度は、東京メトロと連携使用で
きるアプリに更新予定であり、継続して使用し、ご案内の
強化に努める。

計画通り実施した。

・筆談器 耳が不自由なお客さまへの情報提供を目的とした筆談器を
各駅に設置済みであり、今年度も引き続きご案内に活用し
ていく。

計画通り実施した。

（令和４年３月３１日現在）

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

・当社所属の全ての車両に車内防犯カメラを設置している。
・ホームページや東急線アプリにてご案内している各駅のバリアフリー設備の整備状
況については、随時最新の整備状況に更新を行っている。

当社ＨＰ（https://www.tokyu.co.jp/railway/service/barrier_free/archive/）にて公表する。

Ⅱ　鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）

　（４）その他

特になし。

・声掛けサポート運動 鉄道各社と合同で実施している「声掛けサポート運動」を
継続的に実施し、白杖もお持ちのお客さまの乗車、降車時
のご案内を今年度も継続する。

計画通り実施した。

・サービス介助士の取得 全ての駅係員や乗務員のサービス介助士の取得率１００%を
維持する。（２０２０年度）

計画通り実施した。

・サービス選手権の実施 障がいをお持ちの方やご年配の方などを含むお客さまへの
サービス向上を目的としたサービス選手権を開催する。
（２０２０年度）

計画通り実施した。

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての鉄道駅の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

・介助技術の訓練 車いすをご利用のお客さま、目や耳が不自由なお客さまへ
の介助技術に関する訓練を行う。（２０２０年度）

計画通り実施した。

前年度の実施状況



学芸大学
駅

東横線
東京都
目黒区

62,867人 ○ 1 1
1基

（１）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

都立大学
駅

東横線
東京都
目黒区

40,570人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

新丸子駅
東横線、目黒
線

神奈川県
川崎市

22,861人 ○ 2 2
2基

（２）
2基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

武蔵小杉
駅

東横線、目黒
線

神奈川県
川崎市

165,898人 ○ 2 2
2基

（２）
8基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

元住吉駅
東横線、目黒
線

神奈川県
川崎市

52,261人 ○ 2 2
3基

（３）
8基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

日吉駅
東横線、目黒
線

神奈川県
横浜市

153,266人 ○ 2 2
4基

（４）
8基(0) 0基

1箇所
（１）

○ ○ ○ ○ 2 ○

綱島駅 東横線
神奈川県
横浜市

81,372人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

大倉山駅 東横線
神奈川県
横浜市

44,836人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 2箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

菊名駅 東横線
神奈川県
横浜市

100,255人 ○ 2 2
4基

（４）
5基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

妙蓮寺駅 東横線
神奈川県
横浜市

21,989人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ ○ 2 ○

白楽駅 東横線
神奈川県
横浜市

31,636人 ○ 2 2
2基

（２）
1基(0) 0基 1箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

東白楽駅 東横線
神奈川県
横浜市

12,679人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 - ○ ○ 2 ○

反町駅 東横線
神奈川県
横浜市

11,971人 ○ ○ 1 1
1基

（１）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

横浜駅
東横線、
横浜高速鉄道
みなとみらい

神奈川県
横浜市

275,095人 ○ ○ 1 1
4基

（４）
26基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

目黒駅
目黒線、
東京メトロ
南北線、

東京都
品川区

199,638人 ○ 1 1
1基

（１）
12基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

不動前駅 目黒線
東京都
品川区

24,981人 ○ 2 2
2基

（２）
2基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

武蔵小山
駅

目黒線
東京都
品川区

43,946人 ○ ○ 2 2
3基

（３）
8基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

西小山駅 目黒線
東京都
品川区

27,612人 ○ 1 1
1基

（１）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

洗足駅 目黒線
東京都
目黒区

12,238人 ○ 2 2
2基

（２）
3基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

大岡山駅
目黒線、大井
町線

東京都
大田区

36,190人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

奥沢駅 目黒線
東京都
世田谷区

10,597人 ○ 2 2
2基

（0）
0基(0) 0基

2箇所
（２）

○ ○ ○ ○ 2 ○

田園調布
駅

目黒線、東横
線

東京都
大田区

26,700人 ○ 2 2
3基

（３）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

多摩川駅
目黒線、東横
線、
東急多摩川線

東京都
大田区

16,250人 ○ 3 3
2基

（２）
9基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 3

沼部駅 東急多摩川線
東京都
大田区

8,862人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2

鵜の木駅 東急多摩川線
東京都
大田区

16,362人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ ○ 2

下丸子駅 東急多摩川線
東京都
大田区

29,099人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2

武蔵新田
駅

東急多摩川線
東京都
大田区

22,137人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2

矢口渡駅 東急多摩川線
東京都
大田区

21,789人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2

蒲田駅
東急多摩川線
池上線

東京都
大田区

128,868人 ○ 5 5
1基

（１）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 5

大井町駅 大井町線
東京都
品川区

97,074人 ○ 1 1
1基

（１）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

下神明駅 大井町線
東京都
品川区

7,750人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

戸越公園
駅

大井町線
東京都
品川区

11,468人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2 ○

中延駅 大井町線
東京都
品川区

18,582人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

荏原町駅 大井町線
東京都
品川区

13,684人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2 ○

旗の台駅
大井町線、池
上線

東京都
品川区

32,536人 ○ 4 4
4基

（４）
8基(0) 0基

2箇所
（２）

○ ○ ○ ○ 4 ○

北千束駅 大井町線
東京都
大田区

6,022人 ○ 1 1
1基

（１）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ 1 ○

緑が丘駅 大井町線
東京都
目黒区

8,389人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

自由が丘
駅

大井町線、東
横線

東京都
目黒区

116,068人 ○ 4 4
4基

（４）
6基(0) 0基

1箇所
（１）

○ ○ ○ ○ 4 ○

九品仏駅 大井町線
東京都
世田谷区

11,139人 ○ ○ 1 1 0基 0基(0) 0基
1箇所

（１）
○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

尾山台駅 大井町線
東京都
世田谷区

22,468人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ ○ 2 ○

等々力駅 大井町線
東京都
世田谷区

24,470人 ○ 1 1 0基 0基(0) 0基
1箇所

（１）
○ ○ ○ ○ 1 ○

上野毛駅 大井町線
東京都
世田谷区

18,490人 ○ 1 1
1基

（１）
2基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

二子玉川
駅

田園都市線、
大井町線

東京都
世田谷区

119,348人 ○ 2 2
4基

（４）
6基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

二子新地
駅

田園都市線
神奈川県
川崎市

17,903人 ○ ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

高津駅 田園都市線
神奈川県
川崎市

24,773人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

溝の口駅
田園都市線、
大井町線

神奈川県
川崎市

169,774人 ○ 2 2
4基

（４）
8基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

梶が谷駅 田園都市線
神奈川県
川崎市

32,150人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

宮崎台駅 田園都市線
神奈川県
川崎市

40,874人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 1箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

宮前平駅 田園都市線
神奈川県
川崎市

40,122人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基

1箇所
（１）

○ ○ ○ ○ 2 ○

鷺沼駅 田園都市線
神奈川県
川崎市

51,863人 ○ 2 2
2基

（２）
5基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

たまﾌﾟﾗｰ
ｻﾞ駅

田園都市線
神奈川県
横浜市

67,725人 ○ 2 2
4基

（４）
8基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

あざみ野
駅

田園都市線
神奈川県
横浜市

103,563人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

江田駅 田園都市線
神奈川県
横浜市

28,502人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

市が尾駅 田園都市線
神奈川県
横浜市

35,066人 ○ 2 2
3基

（３）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

藤が丘駅 田園都市線
神奈川県
横浜市

23,115人 ○ 2 2
2基

（２）
2基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○



青葉台駅 田園都市線
神奈川県
横浜市

84,111人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

田奈駅 田園都市線
神奈川県
横浜市

8,414人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

長津田駅
田園都市線、
こどもの国線

神奈川県
横浜市

111,495人 ○ 3 3
3基

（３）
6基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 3 ○

つくし野
駅

田園都市線
東京都
町田市

9,413人 ○ 2 2
3基

（３）
0基(0) 0基

1箇所
（１）

○ ○ ○ ○ 2 ○

すずかけ
台駅

田園都市線
東京都
町田市

8,996人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基

1箇所
（１）

○ ○ ○ ○ 2 ○

南町田ｸﾞﾗ
ﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸ
駅

田園都市線
東京都
町田市

37,963人 ○ 2 2
2基

（２）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

つきみ野
駅

田園都市線
神奈川県
大和市

9,006人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

中央林間
駅

田園都市線
神奈川県
大和市

85,428人 ○ 1 1
1基

（１）
2基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

池尻大橋
駅

田園都市線
東京都
世田谷区

52,328人 ○ 2 2
3基

（３）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

三軒茶屋
駅

田園都市線
東京都
世田谷区

110,173人 ○ 2 2
3基

（３）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

駒沢大学
駅

田園都市線
東京都
世田谷区

56,268人 ○ 1 1
1基

（１）
2基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

桜新町駅 田園都市線
東京都
世田谷区

56,968人 ○ 2 2
4基

（４）
4基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

用賀駅 田園都市線
東京都
世田谷区

55,631人 ○ 2 2
2基

（２）
2基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 2 ○

こどもの
国駅

こどもの国線
神奈川県
横浜市

8,894人 ○ ○ 1 1 0基 0基(0) 0基 0箇所 - ○ ○ 1 ○

恩田駅 こどもの国線
神奈川県
横浜市

739人 ○ ○ 1 1
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 - ○ ○ 1

五反田駅 池上線
東京都
品川区

82,403人 1 1基 0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 1

大崎広小
路駅

池上線
東京都
品川区

6,308人 ○ 1 1
1基

（１）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 1 ○

戸越銀座
駅

池上線
東京都
品川区

16,410人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2 ○

荏原中延
駅

池上線
東京都
品川区

11,006人 ○ 2 2
2基

（２）
2基(0) 0基 0箇所 - ○ ○ 2

長原駅 池上線
東京都
大田区

12,959人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ 2

洗足池駅 池上線
東京都
大田区

14,781人 ○ 2 2
2基

（２）
0基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ 2 ○

石川台駅 池上線
東京都
大田区

12,542人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2 ○

雪が谷大
塚駅

池上線
東京都
大田区

19,349人 ○ 1 1
3基

（２）
2基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ 1 ○

御嶽山駅 池上線
東京都
大田区

20,593人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2 ○

久が原駅 池上線
東京都
大田区

13,325人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2 ○

千鳥町駅 池上線
東京都
大田区

12,947人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2 ○

池上駅 池上線
東京都
大田区

30,775人 ○ 2 2
5基

（５）
8基(0) 0基 0箇所 ○ ○ ○ ○ ○ 2 ○

蓮沼駅 池上線
東京都
大田区

7,060人 ○ 2 2 0基 0基(0) 0基
2箇所

（２）
○ ○ ○ 2 ○

(合計)
計87駅

2駅 5駅 27駅 167 166 164基
（160）

300基
（0）

0基 45箇所
（45）

23駅 68駅 83駅 87駅 87駅 167 74駅

〇

（第２号様式）

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の鉄道駅を設置又は管理してい
　　　る。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の鉄道駅を設置又は
　　　管理していて、かつ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

　３．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該鉄道駅が公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適
　　合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　４．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条及び第18条の２の基準に適合している場合に○印を記
　　入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　５．プラットホームの数の欄には、当該鉄道駅に設置されているプラットホームの総数を記入し、（合計）には、その合
　　計数を記入すること。

　６．段差が解消されているプラットホームの数の欄には、鉄道駅の出入口とそれぞれのプラットホームとの間の経路の段
　　差が解消されているプラットホームの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　７．エレベーターの設置基数の欄には、当該鉄道駅に設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、公共
　　交通移動等円滑化基準省令第４条第７項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計）には、それぞれ
　　の合計数を記入すること。

注１．複数の路線が乗り入れる鉄道駅は１鉄道駅として計上し、路線名の欄に当該複数の路線名を記入すること。

　２．有人駅、無人駅の別の欄には、当該鉄道駅が無人駅である場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入
　　すること。



　９．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。

　８．エスカレーターの設置基数の欄には、当該鉄道駅に設置されたエスカレーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、
　　公共交通移動等円滑化基準省令第４条第９項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、（合計）には、そ
　　れぞれの合計数を記入すること。

　10．傾斜路の設置箇所数の欄には、当該鉄道駅に設置された傾斜路の総数を記入し、同欄の括弧内には、公共交通移動等
　　円滑化基準省令第４条第６項及び第６条の基準に適合する傾斜路の数を記入し、（合計）には、それぞれの合計数を記
　　入すること。

　11．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合
　　に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　12．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　13．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置されてお
　　り、かつ、障害者対応型便所（公共交通移動等円滑化基準省令第13条第２項の基準に適合するものをいう。第10号、第
　　12号、第22号及び第24号様式を除き以下同じ。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されてい
　　る場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　14．障害者対応型改札口の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に改札口が設置されていない場合は―印を、改札口が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型改札口（公共交通移動等円滑化基準省令第19条の基準に適合するものをいう。以下同じ
　　。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型改札口が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○
　　印の合計数を記入すること。

　15. 障害者対応型券売機の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に券売機が設置されていない場合は―印を、券売機が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型券売機（公共交通移動等円滑化基準省令第17条の基準に適合するものをいう。以下同じ
　　。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型券売機が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○
　　印の合計数を記入すること。

　16. 車椅子使用者の円滑な乗降が可能なプラットホームの数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第１
　　号から第３号までの基準に適合しているプラットホームの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　17．転落防止のための設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第６号から第８号までの
　　基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　18．Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。　

  19．「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

　20．「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。



　　 代表者名（役職名及び氏名）取締役社長　渡邊　功　　　　　　　

　　①　鉄道車両を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第３号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（鉄道車両）

（令和３年度）

　　 住　　所　〒150-8533
　　 　　　　　東京都渋谷区神泉町８－１６
　 　事業者名　東急電鉄株式会社

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

　　②　鉄道車両を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で
      定める基準を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・定期点検等の
必要な措置

・旅客施設及び車両等に対し、各種基準等に定める点検頻
度、方法に基づき点検や検査を実施する。また点検、検査
結果に基づき詳細な点検や検査、補修、更新等を実施す
る。（２０２１年度）

計画通り実施した。

対象となる鉄道
車両

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

・新型車両の導
入（田園都市
線）

田園都市線に新型車両２０２０系を２０２１年度に９編成
導入済、２０２２年度に１編成導入予定。
なおこれらの車両については、「移動等円滑化のために必
要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準」に
適合するものである。

計画通り実施した。

・東急線アプリ
の活用

東横線、目黒線を走行している電車内のどの号車にフリー
スペース、優先席が配置されているかが確認できる機能を
追加しており、今年度についても継続する。
またホームと車両乗降口の段差・隙間の状況について確認

計画通り実施した。

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・バリアフリー
アプリを活用し
た乗降補助サー
ビス

車椅子をご利用のお客さまが電車を利用する際に、乗車駅
と降車駅でスムーズに連携が取れるよう開発したバリアフ
リーアプリについて、今年度は、東京メトロと連携使用で
きるアプリに更新予定であり、継続して使用し、ご案内の
強化に努める。

計画通り実施した。

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・バリアフリー
ルート上やホー
ム上における案
内

車両とプラットホームの段差・隙間の状況についてエレ
ベーター等のバリアフリールート上に掲示する。またホー
ムドア等の車両とプラットホームの段差・隙間の目安値を
満たす一部箇所にサインを掲示する。

計画通り実施した。



　（３）報告書の公表方法

〇

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

・当社所属の全ての車両に車内防犯カメラを設置している。
・ホームページや東急線アプリにてご案内している各駅のバリアフリー設備の整備状
況については、随時最新の整備状況に更新を行っている。

当社ＨＰにて公表する。

Ⅱ　鉄道車両の移動等円滑化の達成状況

（令和４年３月31日現在）

　（４）その他

特になし。

案内設備のある編
成数

車両間転落防
止設備のある
編成数

普通鉄道
（その他）

172編成
（1263両）

165編成
（1235両）

172編成 0編成 0編成 165編成 115編成

鉄道の種類

事業の用に供
している編成
数

公共交通移動
等円滑化基準
省令に適合し
た編成数

車椅子スペー
スの数が公共
交通移動等円
滑化基準省令
の規定を満た
している編成
数

便所のある編成
数

便所のある編
成のうち車椅
子対応型便所
のある編成数

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。

0編成 165編成 115編成(合　計) 172編成
（1263両）

165編成
（1235両）

172編成 0編成

・声掛けサポー
ト運動

鉄道各社と合同で実施している「声掛けサポート運動」を
継続的に実施し、白杖をお持ちのお客さまの乗車、降車時
のご案内を今年度も継続する。

計画通り実施した。

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・介助技術の訓
練

車いすをご利用のお客さま、目や耳が不自由なお客さまへ
の介助技術に関する訓練を行う。（２０２１年度）

計画通り実施した。

・サービス介助
士の取得

全ての駅係員や乗務員のサービス介助士の取得率１００%
を維持する。（２０２１年度）

計画通り実施した。

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての鉄道車両の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況



（第３号様式）

（２）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、か
　　　つ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
  　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

注１．鉄道の種類の欄には、新幹線鉄道、普通鉄道（特急等車両）、普通鉄道（その他）、懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内
　　軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道又は浮上式鉄道の別を記入すること。

　２．公共交通移動等円滑化基準省令に適合した編成数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合して
　　いる編成の数を記入すること。

　３．車椅子スペースの数が公共交通移動等円滑化基準省令の規定を満たしている編成数の欄、便所のある編成のうち車椅
　　子対応型便所のある編成数の欄及び案内設備のある編成数の欄には、それぞれ公共交通移動等円滑化基準省令第32条第
　　１項（新幹線鉄道にあっては第２項）、第５項及び第７項の基準に適合している編成の数を記入すること。

　４．車両間転落防止設備のある編成数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第33条第１項の基準に適合している編成
　　の数を記入すること。

　５．Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。

　６．「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

　７．「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。



全ての駅係員や乗務員のサービス介助士の取得率１００%
を維持する。また障がいをお持ちの方やご年配の方などを
含むお客さまへのサービス向上を目的としたサービス選手
権を開催する。合わせて車いすをご利用のお客さま、目や
耳が不自由なお客さまへの介助技術に関する訓練を行う。
（２０２１年度）

計画通り実施した。

・バリアフリー
アプリを活用し
た乗降補助サー
ビス

車椅子をご利用のお客さまが電車を利用する際に、乗車駅
と降車駅でスムーズに連携が取れるよう開発したバリアフ
リーアプリを今年度も継続して使用し、ご案内の強化に努
める。

計画通り実施した。

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・声掛けポート
運動

鉄道各社と合同で実施している「声掛けサポート運動」を
継続的に実施し、白杖もお持ちのお客さまの乗車、降車時
のご案内を今年度も継続する。

計画通り実施した。

　　①　軌道停留場を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第４号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（軌道停留場）

（令和３年度）

　　 住　　所　〒150-8533
　　 　　　　　東京都渋谷区神泉町８－１６
　 　事業者名　東急電鉄株式会社

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

　　 代表者名（役職名及び氏名）取締役社長　渡邊　功　　　　　　　

対象となる軌道
停留場

・教育訓練の実
施、体制の確保
の実施

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

該当なし。

　　②　軌道停留場を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める
　　　基準を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・定期点検等の
必要な措置

・旅客施設及び車両等に対し、各種基準等に定める点検頻
度、方法に基づき点検や検査を実施する。また点検、検査
結果に基づき詳細な点検や検査、補修、更新等を実施す
る。（２０２１年度）

計画通り実施した。

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況



全ての駅係員や乗務員のサービス介助士の取得率１００%
を維持する。（２０２１年度）

計画通り実施した。

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・筆談器 耳が不自由なお客さまへの情報提供を目的とした筆談器を
各駅に設置済みであり、今年度も引き続きご案内に活用し
ていく。

計画通り実施した。

・サービス介助
士の取得



　（３）報告書の公表方法

軌道停留
場の名称

路線名 所在都
道府県
市町村

一日当
たりの
利用者
数

有人停
留場、
無人停
留場の
別

公共交
通移動
等円滑
化基準
省令適
合の有
無

段差へ
の対応

乗降場
の数

段差が解
消されて
いる乗降
場の数

エレベ
ーター
の設置
基数

エスカ
レータ
ーの設
置基数

その他
の昇降
機の設
置基数

傾斜路
の設置
箇所数

視覚障害
者誘導用
ブロック
の設置の
有無

案内設
備の設
置の有
無

障害者
対応型
便所の
設置の
有無

障害者
対応型
改札口
の設置
の有無

障害者
対応型
券売機
の設置
の有無

車椅子使
用者の円
滑な乗降
が可能な
乗降場の
数

転落防止
のための
設備の設
置の有無

(世)三軒茶
屋駅

世田谷
線

東京都
世田谷区

30839人 ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
3箇所
（3）

- ○ ○ 2 ○

西太子堂
駅

世田谷
線

東京都
世田谷区

734人 ○ ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
2箇所
（2）

○ - - - 2 ○

若林駅
世田谷
線

東京都
世田谷区

7606人 ○ ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
2箇所
（2）

○ - - - 2 ○

松蔭神社
前駅

世田谷
線

東京都
世田谷区

9531人 ○ ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
2箇所
（2）

○ - - - 2 ○

世田谷駅
世田谷
線

東京都
世田谷区

7592人 ○ ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
2箇所
（2）

○ - - - 2 ○

上町駅
世田谷
線

東京都
世田谷区

8814人 ○ ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
2箇所
（2）

○ ○ ○ ○ 2 ○

宮の坂駅
世田谷
線

東京都
世田谷区

4002人 ○ ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
2箇所
（2）

○ - - - 2 ○

山下駅
世田谷
線

東京都
世田谷区

7784人 ○ ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
2箇所
（2）

○ - - - 2 ○

・介助技術の訓
練

車いすをご利用のお客さま、目や耳が不自由なお客さまへ
の介助技術に関する訓練を行う。（２０２１年度）

計画通り実施した。

・バリアフリー
アプリを活用し
た乗降補助サー
ビス

車椅子をご利用のお客さまが電車を利用する際に、乗車駅
と降車駅でスムーズに連携が取れるよう開発したバリアフ
リーアプリについて、継続して使用し、ご案内の強化に努
める。

計画通り実施した。

前年度の実施状況

・声掛けサポー
ト運動

鉄道各社と合同で実施している「声掛けサポート運動」を
継続的に実施し、白杖もお持ちのお客さまの乗車、降車時
のご案内を今年度も継続する。

計画通り実施した。

（令和４年３月31日現在）

・サービス選手
権の実施

障がいをお持ちの方やご年配の方などを含むお客さまへの
サービス向上を目的としたサービス選手権を開催する。
（２０２１年度）

計画通り実施した。

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

・当社所属の全ての車両に車内防犯カメラを設置している。
・ホームページや東急線アプリにてご案内している各駅のバリアフリー設備の整備状
況については、随時最新の整備状況に更新を行っている。

当社ＨＰ（https://www.tokyu.co.jp/railway/service/barrier_free/archive/）にて公表する。

Ⅱ　軌道停留場の移動等円滑化の達成状況（軌道停留場ごとに記入）

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての軌道停留場の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）

特になし。

　（４）その他



松原駅
世田谷
線

東京都
世田谷区

3113人 ○ ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
2箇所
（2）

○ - - - 2 ○

下高井戸
駅

世田谷
線

東京都
世田谷区

16566人 ○ 2 2
基

（ ）
基

（ ）
基

（ ）
3箇所
（3） ○ - ○ ○ 2 ○

(合計)
計10
停留場

7停留
場

1停留
場

10停留
場

20 20

基
（ ）

基
（ ）

基
（ ） 22箇所

（22）
9停留場

　停留
場

1停留
場

3停留
場

3停留
場

20 10停留場

〇

（第４号様式）

　８．エスカレーターの設置基数の欄には、当該停留場に設置されたエスカレーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、
　　公共交通移動等円滑化基準省令第４条第９項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、（合計）には、そ
　　れぞれの合計数を記入すること。

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が３万人以上の軌道停留場を設置又は管理し
　　　ている。

（２）過去３年度における１日当たりの平均利用者数が3000人以上３万人未満の軌道停留場を設置
　　　又は管理していて、かつ以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
　　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　　し50％以上出資している中小企業者である。

注１．複数の路線が乗り入れる停留場は１停留場として計上し、路線名の欄に当該複数の路線名を記入すること。

　２．有人停留場、無人停留場の別の欄には、当該停留場が無人停留場である場合に○印を記入し、（合計）には、○印の
　　合計数を記入すること。

　３．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該停留場が公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適
　　合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　４．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条及び第22条にて準用する第18条の２の基準に適合して
　　いる場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　５．乗降場の数の欄には、当該停留場に設置されている乗降場の総数を記入し、（合計）には、その合計数を記入するこ
　　と。

　６．段差が解消されている乗降場の数の欄には、停留場の出入口とそれぞれの乗降場との間の経路の段差が解消されてい
　　る乗降場の数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　７．エレベーターの設置基数の欄には、当該停留場に設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、公共
　　交通移動等円滑化基準省令第４条第７項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計）には、それぞれ
　　の合計数を記入すること。

　９．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。

　10．傾斜路の設置箇所数の欄には、当該停留場に設置された傾斜路の総数を記入し、同欄の括弧内には、公共交通移動等
　　円滑化基準省令第４条第６項及び第６条の基準に適合する傾斜路の数を記入し、（合計）には、それぞれの合計数を記
　　入すること。

　11．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合
　　に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　12．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　13．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該停留場に便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置されてお
　　り、かつ、障害者対応型便所が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている場合は○印を記入
　　し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　14．障害者対応型改札口の設置の有無の欄には、当該停留場に改札口が設置されていない場合は―印を、改札口が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型改札口が設置されていない場合は×印を、障害者対応型改札口が設置されている場合は
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　15．障害者対応型券売機の設置の有無の欄には、当該停留場に券売機が設置されていない場合は―印を、券売機が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型券売機が設置されていない場合は×印を、障害者対応型券売機が設置されている場合は
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　16. 車椅子使用者の円滑な乗降が可能な乗降場の数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第22条において準用する公
　　共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第１号から第３号までの基準に適合している乗降場の数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。



  20．「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

　17．転落防止のための設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第22条において準用する公共交通移動
　　等円滑化基準省令第20条第１項第６号から第８号までの基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印
　　の合計数を記入すること。

　18．Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。　

  19．「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。



　　 代表者名（役職名及び氏名）取締役社長　渡邊　功　　　　　　　

　　③　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
　　　旅客施設における誘導その他の支援

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

　　④　高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対　策

　　②　軌道車両を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める
　　　基準を遵守するために必要な措置

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・定期点検等の
必要な措置

・旅客施設及び車両等に対し、各種基準等に定める点検頻
度、方法に基づき点検や検査を実施する。また点検、検査
結果に基づき詳細な点検や検査、補修、更新等を実施す
る。（２０２１年度）

計画通り実施した。

対象となる軌道
車両

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

基準に適合していることから改修の計画なし

　　①　軌道車両を公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置

第５号様式（日本産業規格Ａ列４番）

移動等円滑化取組報告書（軌道車両）

（令和３年度）

　　 住　　所　〒150-8533
　　 　　　　　東京都渋谷区神泉町８－１６
　 　事業者名　東急電鉄株式会社

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第９条の５の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅰ　前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

　（１）移動等円滑化に関する措置の実施状況

現行計画の内容
（計画対象期間及び事業の主な内容）

前年度の実施状況

　　⑤　移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況



　（３）報告書の公表方法

〇

10編成 10編成

Ⅲ　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第６条の２で定める要件に関する事項

（１）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が1000万人以上である。

(合　計) 10編成
（20両）

10編成
（20両）

10編成 0編成 0編成

案内設備のある編
成数

車両間転落防
止設備のある
編成数

普通軌道
（その他）

10編成
（20両）

10編成
（20両）

10編成 0編成 0編成 10編成 10編成

軌道の種類

事業の用に供
している編成
数

公共交通移動
等円滑化基準
省令に適合し
た編成数

車椅子スペー
スの数が公共
交通移動等円
滑化基準省令
の規定を満た
している編成
数

便所のある編成
数

便所のある編
成のうち車椅
子対応型便所
のある編成数

（令和４年３月31日現在）

　（２）移動等円滑化の促進を達成するために（１）と併せて講ずべき措置の実施状況

・当社所属の全ての車両に車内防犯カメラを設置している。
・ホームページや東急線アプリにてご案内している各駅のバリアフリー設備の整備状
況については、随時最新の整備状況に更新を行っている。

当社ＨＰにて公表する。

Ⅱ　軌道車両の移動等円滑化の達成状況

・介助技術の訓
練

車いすをご利用のお客さま、目や耳が不自由なお客さまへ
の介助技術に関する訓練を行う。（２０２１年度）

計画通り実施した。

・サービス介助
士の取得

全ての駅係員や乗務員のサービス介助士の取得率１００%
を維持する。（２０２１年度）

計画通り実施した。

　（４）その他

特になし。

　　⑥　高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
　　　ついての軌道車両の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対　策
現行計画の内容

（計画対象期間及び事業の主な内容）
前年度の実施状況

・声掛けサポー
ト運動

鉄道各社と合同で実施している「声掛けサポート運動」を
継続的に実施し、白杖をお持ちのお客さまの乗車、降車時
のご案内を今年度も継続する。

計画通り実施した。



（第５号様式）

　５．Ⅲについては、該当する場合には右の欄に○印を記入すること。

　６．「中小企業者」とは、資本金の額が３億円以下又は従業員数が300人以下である民間事業者を指す。

　７．「大企業者」とは、中小企業者以外の民間事業者を指す。

（２）過去３年度における１年度当たりの平均の輸送人員が100万人以上1000万人未満であり、か
　　　つ、以下のいずれかに該当する。
　　　①中小企業者でない。
  　　②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50％以上所有しているか、又は自社に対
　　　し50％以上出資している中小企業者である。

注１．軌道の種類の欄には、普通（特急等車両）、普通（その他）、懸垂式、跨座式、案内軌条式、無軌条電車又は浮上式
　　の別を記入すること。

　２．公共交通移動等円滑化基準省令に適合した編成数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令の全ての基準に適合して
　　いる編成の数を記入すること。

　３．車椅子スペースの数が公共交通移動等円滑化基準省令の規定を満たしている編成数の欄、便所のある編成のうち車椅
　　子対応型便所のある編成数の欄及び案内設備のある編成数の欄には、それぞれ公共交通移動等円滑化基準省令第34条及
　　び第35条において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第32条第１項、第５項及び第７項の基準に適合している編成
　　の数を記入すること。

　４．車両間転落防止設備のある編成数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第34条及び第35条において準用する公共
　　交通移動等円滑化基準省令第33条第１項の基準に適合している編成の数を記入すること。


